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２０１９年人事院勧告の取り扱いに関する要請書

貴職の地方公務員の賃金・労働条件の改善に向けたご努力に敬意を表します。

人事院は８月7日、政府と国会に対し2019年度の給与勧告等を行いました。勧告は、2019

年春闘における民間賃金の引き上げ状況を反映し、月例給・一時金ともにプラス改定となり

ましたが、生活改善には到底結びつかない低額改定に止まりました。

さらには、昨年に続き、「成果主義」賃金を推し進める勤勉手当を引き上げる一方で、非

常勤職員の給与改善、再任用職員への生活関連手当や一時金引き上げ見送りなど、重大な問

題点を持つものです。これらは、地方の公務職場の影響を大きく受ける地域民間労働者の賃

金改善にも結びつかず、政府・与党が推進する「地方創生」に自ら水を差すものと言わざる

をえません。

また、人事管理に関する報告では、長時間労働の是正へ向け運用状況を把握し、必要に応

じて各府省に指導するとしていますが、地方を含む公務職場においても、いのちや健康が危

ぶまれるような状況が蔓延する中、長年の「人員削減ありき」の人事管理から「必要な人員

の拡充」への転換こそ求められています。

つきましては、こうした人事院勧告が出されたもと、今後の地方自治体における人事委員

会勧告の内容や取り扱い、地方自治の原則にもとづいた自主的な賃金・労働条件決定の尊重

等について、下記の通り要請します。

記

１、地方公務員の賃金・労働条件の決定にあたり、地方自治体の自主性・主体性を尊重する

こと。国家公務員賃金制度の画一的な地方自治体への押し付けは行わないこと。

２、「行革インセンティブ」として、財政措置を利用した地方公務員の賃金・労働条件切り

下げの強制は行わないこと。

３、労働基本権に関する基準適用委員会の勧告を踏まえ、情報提供や行動計画策定について

公務労組連絡会と早急に協議を行うこと。

以 上


